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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モニタデバイスをリコンフィグレーションするための方法であって、
　モニタデバイスが、制御サーバーに関するアドレスを前記モニタデバイスのメモリから
検索するステップと、
　前記モニタデバイスが、前記モニタデバイスで生じた接続事象に応答し、制御サーバー
に関連するアドレスに前記モニタデバイスからの接続メッセージを送るステップと、
　前記モニタデバイスと前記制御サーバーとが、前記モニタデバイスと前記制御サーバー
との間の接続を設定するステップと、
　前記モニタデバイスが、前記モニタデバイスをユニークに識別するための識別子を前記
モニタデバイスのメモリから検索するステップと、
　前記モニタデバイスが、前記識別子を前記モニタデバイスから前記制御サーバーに送る
ステップと、
　識別抽出器が、前記制御サーバーにおいて、前記モニタデバイスをユニークに識別する
前記識別子を前記接続メッセージから抽出するステップと、
　照合手段が、識別子のデータベースおよび関連するサーバーにアクセスすることにより
、前記抽出した識別子とサービスサーバーとを照合することにより、前記制御サーバーに
おいて、前記モニタデバイスをユニークに識別するための前記識別子に関連するサービス
サーバーを識別し、前記モニタデバイスをユニークに識別するための前記識別子に関連す
るサービスサーバーへのアドレスを検索するステップと、
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　リコンフィギュレーションメッセージ発生器が、前記サービスサーバーへのアドレスと
、サービスプロバイダーまたは前記デバイスに関連する他の当事者からの特定のリクエス
トに従ってカスタム化するための前記モニタデバイスのためのプログラムとを有するリコ
ンフィギュレーションメッセージを発生させかつ送るステップと、
　　前記モニタデバイスが、前記サービスサーバーへのアドレスの受信に応答し、前記モ
ニタデバイスから前記サービスサーバーへ、接続メッセージを送るステップと、
　　前記モニタデバイスと前記サービスサーバーとが、前記モニタデバイスと前記識別さ
れたサービスサーバーとの間にサービス接続を設定するステップとを備える方法。
【請求項２】
　モニタデバイスをリコンフィグレーションするための方法であって、
　モニタデバイスが、制御サーバーに関するアドレスを前記モニタデバイスのメモリから
検索するステップと、
　前記モニタデバイスが、前記モニタデバイスで生じた接続事象に応答し、制御サーバー
に関連するアドレスに前記モニタデバイスからの接続メッセージを送るステップと、
　前記モニタデバイスと前記制御サーバーとが、前記モニタデバイスと前記制御サーバー
との間の接続を設定するステップと、
　前記モニタデバイスが、前記モニタデバイスをユニークに識別するための識別子を前記
モニタデバイスのメモリから検索するステップと、
　前記モニタデバイスが、前記識別子を前記モニタデバイスから前記制御サーバーに送る
ステップと、
　識別抽出器が、前記制御サーバーにおいて、前記モニタデバイスをユニークに識別する
ための前記識別子を前記接続メッセージから抽出するステップと、
　　照合手段が、識別子のデータベースおよび関連するサーバーにアクセスすることによ
り、前記抽出した識別子とサービスサーバーとを照合することにより、前記制御サーバー
において、前記モニタデバイスをユニークに識別するための前記識別子に関連するサービ
スプロバイダーを識別するステップと、
　リコンフィギュレーションメッセージ発生器が、前記サービスサーバーへのアドレスと
、サービスプロバイダまたは前記デバイスに関連する他の当事者からの特定のリクエスト
に従ってカスタム化するための前記モニタデバイスのためのプログラムとを有するリコン
フィギュレーションメッセージを発生させかつ送るステップと、　
　前記モニタデバイスが、前記サービスサーバーへのアドレスの受信に応答し、前記モニ
タデバイスから前記サービスサーバーへ、接続メッセージを送るステップと、
　前記モニタデバイスと前記サービスサーバーとが、前記モニタデバイスと前記識別され
たサービスサーバーとの間にサービス接続を設定するステップとを備える方法。
【請求項３】
　制御サーバーに関連するアドレスを前記モニタデバイスのメモリから初期検索する際に
、前記モニタデバイスは、前記モニタデバイスの製造中に製造者により前記モニタデバイ
ス内に与えられたアドレスを検索し、前記モニタデバイスから前記モニタデバイスの製造
中に製造者により前記モニタデバイス内に与えられた前記アドレスへ接続メッセージを初
期送信する際に、前記モニタデバイスは、前記モニタデバイスにおけるイニシエイション
事象（ｉｎｉｔｉａｔｉｏｎ ｅｖｅｎｔ）に応答して前記送信を行う、請求項１または
２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モニタデバイスがネットワーク接続を検出することに応答し、前記モニタデバイス
は、前記モニタデバイスから前記モニタデバイスの製造中に製造者により前記モニタデバ
イス内に与えられた前記アドレスへの接続メッセージの初期送信を実行する、請求項３記
載の方法。
【請求項５】
　前記識別抽出器が前記モニタデバイスをユニークに識別するための前記識別子はシリア
ル番号である、請求項１～４のいずれか１つに記載の方法。



(3) JP 5037525 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

【請求項６】
　前記モニタデバイスが、前記識別されたサービスサーバーに関するアドレスに対し、イ
ニシエイション事象に応答して使用されるアドレスを前記モニタデバイス内に設定するこ
とを更に含む、請求項１～５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項７】
　前記モニタデバイスが、設定されたサービス接続を通してモニタデータを前記モニタデ
バイスから前記サービスサーバーに通信するステップを更に含む、請求項１～６のいずれ
か１つに記載の方法。
【請求項８】
　モニタデータを通信する前記ステップは、前記モニタデバイスが、設定されたサービス
接続を通して前記モニタデバイスから前記サービスサーバーにビデオシーケンスを通信す
ることを含む、請求項７記載の方法。
【請求項９】
　前記モニタデバイスと制御サーバーとの接続のイニシエイションのための専用のボタン
のマニュアル作動に応答し、前記モニタデバイスの製造中に製造者により前記モニタデバ
イス内に与えられた前記アドレスに前記モニタデバイスからの接続メッセージを送ること
を実行する、請求項３記載の方法。
【請求項１０】
　モニタシステムのための制御サーバーであって、
　前記制御サーバーをネットワークに接続するインターフェースと、
　モニタデバイスから受信した接続メッセージから識別子を抽出するようになっている識
別抽出器であって、前記識別子は前記識別抽出器が前記モニタデバイスをユニークに識別
するための識別子である、識別抽出器と、
　前記抽出した識別子とサービスサーバーとを照合し、一致したサービスサーバーに対す
るアドレスを検索するようになっている照合手段であって、識別子のデータベースおよび
関連するサービスサーバーにアクセスすることにより、前記モニタデバイスの前記識別子
とサービスサーバーとを照合するようになっている照合手段と、
　前記検索したアドレスとサービスプロバイダーまたは前記デバイスに関連する他の当事
者からの特定のリクエストに従ってカスタム化するための前記モニタデバイスのためのプ
ログラムとを含むメッセージを発生させかつ送るようになっているリコンフィギュレーシ
ョンメッセージ発生器とを備えた、モニタシステムのための制御サーバー。
【請求項１１】
　モニタシステムのための制御サーバーであって、
　前記制御サーバーをネットワークに接続するインターフェースと、 
　モニタデバイスから受信した接続メッセージから識別子を抽出するようになっている識
別抽出器であって、前記識別子は前記識別抽出器が前記モニタデバイスをユニークに識別
するための識別子である、識別抽出器と、
　　前記抽出した識別子とサービスプロバイダーとを照合するようになっている照合手段
であって、前記照合手段は、識別子のデータベースおよび関連するサービスプロバイダに
アクセスすることにより、前記モニタデバイスの識別子をサービスプロバイダーと照合す
るようになっている、照合手段と、
　前記サービスサーバーアドレスと、サービスプロバイダーまたは前記デバイスに関連す
る他の当事者からの特定のリクエストに従ってカスタム化するための前記モニタデバイス
のためのプログラムとを含むメッセージを発生させかつ送るようになっているリコンフィ
ギュレーションメッセージ発生器とを備えた、モニタシステムのための制御サーバー。
【請求項１２】
　前記識別抽出器が前記モニタデバイスをユニークに識別するための前記識別子はシリア
ル番号である、請求項１０または１１に記載の制御サーバー。
【請求項１３】
　前記リコンフィギュレーションメッセージ発生器により発生されたメッセージは、サー
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ビスプロバイダーまたは前記デバイスに関連する他の当事者からの特定のリクエストに従
ってカスタム化するための前記モニタデバイスのためのプログラムを自動的に変更する自
動変更を含む、請求項１０、１１または１２に記載の制御サーバー。
【請求項１４】
　モニタデバイスと、制御サーバーと、複数のサービスサーバーと、前記サーバーと前記
モニタデバイスとを接続するネットワークとを備えたモニタシステムであって、
　前記モニタデバイスは、
　　制御サーバーに関連するアドレスを含むメモリと、
　　イニシエイション事象に応答し、前記ネットワークを通して前記アドレスに接続メッ
セージを送るようになっているイニシエイション手段と、
　　前記ネットワークを介して受信されたメッセージの受信に応答し、受信された該メッ
セージ内のアドレスに新しい接続メッセージを送るようになっている手段と、
　　メモリ内に記憶され、前記モニタデバイスをユニークに識別するための識別子とを備
え、
　　前記接続メッセージを送る先のアドレスに、この識別子を送るようになっており、
　前記制御サーバーは請求項１０～１２のいずれか１つに記載の前記制御サーバーの機能
を含み、
　各サービスサーバーは、モニタデバイスからのモニタデータを受信し、処理するための
手段を備える、
モニタシステム。
【請求項１５】
　前記モニタデバイスの前記メモリは、可能性のある制御サーバーを表示するアドレスの
優先リストを含む、請求項１４記載のモニタシステム。
【請求項１６】
　前記モニタデバイスをユニークに識別するための前記識別子はシリアル番号である、請
求項１４または１５に記載のモニタシステム。
【請求項１７】
　前記イニシエイション手段はネットワーク接続検出器である、請求項１４～１６のいず
れか１つに記載のモニタシステム。
【請求項１８】
　前記イニシエイション手段は前記モニタデバイスの接続のイニシエイションのための専
用のボタンである、請求項１４～１６のいずれか１つに記載のモニタシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（発明の技術分野）
　本発明は、モニタシステムおよびかかるシステムのデバイスに関し、特に本発明は、モ
ニタデバイスをサービスサーバーに接続するための方法およびかかる接続を可能にするモ
ニタシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
（発明の背景）
　コンピュータネットワークを介し、モニタサーバーまたは監視サーバーに接続された、
注目する建物、エリアおよび／またはプロセスをモニタするためのモニタシステムは、次
第に普及している。特にかかるモニタシステムは、デジタルモニタカメラを含む。かかる
システムが普及する１つの理由は、コンピュータネットワークが既に設置されている場合
に、広い範囲のシステムが既存のネットワークを利用できることにある。
【０００３】
　一般的なコンピュータネットワークを監視ネットワークとして使用する別の理由は、モ
ニタシステムのために構築しなければならないネットワークを使って、他のタイプの機器



(5) JP 5037525 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

、例えばコンピュータ、サーバーおよび周辺機器を接続できることにある。これら理由か
ら、この技術は単一の、または数個のモニタデバイスを必要とする組織／個人だけでなく
、多数のモニタデバイスを必要とする組織／個人も満たすことができる。
【０００４】
　かかるモニタシステムでは、モニタデバイスはモニタデータをサービスサーバーに送る
ようになっており、サービスサーバーはモニタデータまたは情報を処理し、ユーザーがモ
ニタデータにアクセスするためのデータを作成し、モニタ情報をロギングしたり、モニタ
データを記憶したり、またはモニタシステムの当業者に知られている他の目的を果たすこ
とができる。
【０００５】
　一般的には、かかるシステムのモニタデバイスはある会社によって製造され、サービス
サーバーは別の会社であるモニタサービスプロバイダによって維持される。このモニタサ
ービスプロバイダは、かかるサービスを提供することを専門にする会社または組織とし得
る。しかしながら、モニタサービスプロバイダは、モニタされる建物、エリアおよび／ま
たはプロセスに関連する会社、例えばその建物を所有したり、またはモニタされるサイト
で営業する会社でもある。今日のシステムでは、ユーザーがモニタデバイスに直接アドレ
スをキー入力することにより、サービスサーバーに対するアドレスを各モニタデバイスに
提供できる。モニタデバイスとサービスサーバーの間との接続を達成する別の方法は、コ
ンピュータネットワークに接続されたコンピュータを介し、サービスサーバーに接続し、
サービスサーバーにモニタデバイスを登録することである。
【０００６】
　今日、サービスサーバーのアドレスのかかるプログラミング、すなわちサービスサーバ
ーへのモニタデバイスの登録は、モニタデバイスのインストールプロセス中にユーザーま
たは個人がモニタデバイスをインストールすることによって実行されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記モニタシステムに関連する一般的な問題は、インストールを実行する個人がモニタ
デバイスにプログラムを組み込んだ経験がないことがあり、プログラムに時間がかかり、
インストールする個人がモニタデバイスにエラーデータを入力し得ることである。
【０００８】
　本発明の目的は、改良されたモニタシステムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　この目的は、請求項１記載のモニタデバイスをサービスサーバーに接続する方法、およ
び請求項１１記載のモニタシステム、請求項１８記載の制御サーバー、および請求項２１
記載のモニタデバイスによって達成される。本発明の実施例は従属項に開示されている。
【００１０】
　特に本発明の１つの様相によれば、特に本発明の第１の様相によれば、モニタデバイス
をサービスサーバーに接続するための方法は、制御サーバーに関するアドレスを前記モニ
タデバイスのメモリから検索するステップと、前記モニタデバイスで生じた接続事象に応
答し、制御サーバーに関連するアドレスに前記モニタデバイスからの接続メッセージを送
るステップと、前記制御サーバーにおいて、前記モニタデバイスと前記制御サーバーとの
間の通信から識別子を抽出するステップと、前記制御サーバーにおいて、前記抽出した識
別子に関連するサービスサーバーを識別するステップと、前記制御サーバーから前記モニ
タデバイスに前記識別されたサービスサーバーに関連するアドレスを送るステップと、前
記識別されたサービスサーバーに関連するアドレスの受信に応答し、前記モニタデバイス
から前記識別されたサービスサーバーへ、接続メッセージを送るステップと、前記モニタ
デバイスと前記識別されたサービスサーバーとの間にサービス接続を設定するステップと
を備える。
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【００１１】
　本発明の第２の様相によれば、モニタシステムは、モニタデバイスと、制御サーバーと
、複数のサービスサーバーと、前記サーバーと前記モニタデバイスとを接続するネットワ
ークとを備える。
【００１２】
　前記モニタデバイスは、接続アドレスを含むメモリと、イニシエイション事象（ｉｎｉ
ｔｉａｔｉｏｎ　ｅｖｅｎｔ：起動事象、スタート事象）に応答し、前記ネットワークを
通して前記接続アドレスに接続メッセージを送るようになっているイニシエイション手段
と、前記ネットワークを介し受信したメッセージ内のアドレスに、新しい接続メッセージ
を送るようになっている手段とを備える。
【００１３】
　前記制御サーバーは、前記モニタデバイスと前記制御サーバーとの間の通信から識別子
を抽出するようになっている識別抽出器と、前記抽出した識別子と制御サーバーまたはサ
ービスサーバーとを照合し、一致したサービスサーバーに対するアドレスを検索するよう
になっている照合手段と、前記検索されたアドレスを含むメッセージを発生し、前記発生
されたメッセージを前記モニタデバイスに送るようになっているメッセージ発生器とを備
える。
【００１４】
　各サービスサーバーは、モニタデバイスからのモニタデータを受信し、処理するための
手段とを備える。
【００１５】
　上記方法およびシステムの利点として、デバイスのメンテナンスおよび設置を容易にで
きることが挙げられる。その理由は、モニタデバイスは人が好ましいサービスサーバーに
対するアドレスをキー入力しなくても、制御サーバーにより好ましいサービスサーバーに
ガイドされるからである。更にこのようにシステムをより効率的に維持できる。その理由
は、制御サーバーはユーザーまたは人がモニタデバイスを維持するよりも新しいか、また
は変化するサービスサーバーのアドレスによって更新を維持することがより容易または効
率的にできるからである。
【００１６】
　別の利点は、モニタデバイスが制御サーバー（１つまたは複数）と、サービスサーバー
（１つまたは複数）とのすべての接続をイニシエイト（ｉｎｉｔｉａｔｅ：スタート、起
動）させ、これによってアクセス制限デバイス、例えばファイアーウォール、ＮＡＴ（ネ
ットワークアドレス変換）、ＩＳＰ（インターネットサービスプロバイダ）の後方からの
モニタデバイスの統合を促進し、かかるアクセス制限デバイス外に達するシステムにダイ
ナミックアドレスを提供できることである。
【００１７】
　本発明の別の実施例によれば、上記方法においてモニタデバイスのメモリから制御サー
バーに関するアドレスを初期検索（ｉｎｉｔｉａｌ　ｒｅｔｒｉｅｖａｌ）すると、制御
サーバーに関するあらかじめコンフィギュアされたアドレスが戻され、モニタデバイスか
らあらかじめコンフィギュアされたアドレスへの接続メッセージの初期の送信は、モニタ
デバイスのイニシエイション事象に応答して実行される。
【００１８】
　このように初期制御サーバー（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｓｅｒｖｅｒ）を構
成する利点は、システムのモニタデバイスの設置およびカスタム化が容易となることであ
る。モニタデバイスのイニシエイション時に、モニタデバイスのイニシエイションの結果
、自動的に所定の制御サーバーにコンタクトするので、設置中にモニタデバイスへアドレ
スを提供する必要はなくなるので、設置は容易である。モニタデバイスと制御サーバー、
例えば初期制御サーバーとの間の初期通信（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏ
ｎ）時に、モニタデバイスに関する特定の属性（ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ：プロパティ）を
提供できるので、カスタム化が促進される。従って、モニタデバイスのメーカーはモニタ
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デバイスの異なるロット（ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ　ｂａｔｃｈｅｓ）に対し、異なる製造プ
ロセスを有する必要はない。
【００１９】
　換言すれば、本発明のこの実施例に係わるシステムは、デバイスのカスタム化に関する
メーカーの問題を解消できる。例えば製造中、今日のモニタシステムのモニタデバイスを
、異なるサービスプロバイダと関連付ける必要があり、関連するサービスプロバイダに対
してカスタム化されたプロセス内で、サービスプロバイダに関連する各デバイスにプログ
ラムを組まなければならない。従って、メーカーは異なるサービスプロバイダ用のデバイ
スに対し、複数の異なる製造プロセスを設けなければならない。更に、特定のサービスプ
ロバイダに対してプログラムされたデバイスを特定のサービスプロバイダまたは特定のサ
ービスプロバイダの顧客に出荷し、販売しなければならない。
【００２０】
　この実施例の別の利点は、モニタデバイスを中央で管理できるようになることである。
【００２１】
　更に別の実施例によれば、接続メッセージのモニタデバイスから制御サーバーへの送信
は、サービスサーバーのアドレスをモニタデバイスに提供する制御サーバーに接続メッセ
ージをモニタデバイスから送る前に、少なくとも１回行われる。
【００２２】
　複数の制御サーバーを配置し、モニタデバイスを別の制御サーバーに向ける利点は、正
しいサービスサーバーにモニタデバイスを向ける責任を、システムの一般的機能に責任の
あるエンティティ、例えばモニタデバイスのメーカーから、必要なサービスを提供する責
任があるエンティティ、例えばサービスプロバイダに変更できることである。
【００２３】
　別の実施例によれば、サービスサーバーを識別する動作は、モニタデバイスと制御サー
バーとの間の通信から、モニタデバイスに関するネットワークアドレスを抽出し、ネット
ワークアドレスとサービスプロバイダとを照合し、一致したサービスプロバイダに関連す
るサービスサーバーを選択する動作を更に含む。
【００２４】
　少なくともネットワーク接続を行うサービスプロバイダがモニタサービスのプロバイダ
に関連している場合、またはそれらサービスプロバイダが同じ場合、このようにモニタデ
バイスに関係するネットワークアドレスを使用することにより、サービスプロバイダを識
別することが容易となる。
【００２５】
　更に別の実施例によれば、サービスサーバーを識別する動作は、モニタデバイスと制御
サーバーとの間の通信において、モニタデバイスが含む識別コードを抽出し、この識別コ
ードとサービスプロバイダとを照合し、一致したサービスプロバイダに関連するサービス
サーバーを選択する動作を含む。
【００２６】
　このように識別コードを使用することにより、種々の基準に基づき、モニタデバイスを
カスタム化し、特定のモニタサービスプロバイダに接続できる。例えばモニタデバイスが
モニタサービスプロバイダのサービスサーバーに接続されるという条件で、モニタデバイ
スを買う際に、モニタデバイスの１つのロット（ｂａｔｃｈ）を、ディスカウントを提供
する特定のモニタサービスプロバイダ専用とすることができる。このようにサービスプロ
バイダはサービスプロバイダに属す識別コードとして制御サーバーに登録された識別コー
ドを入手し、よってサービスプロバイダはモニタデバイスのサービスプロバイダのサービ
スへの接続を保証できる。更に、モニタデバイスのロットを自らの建物のモニタのために
、自己のサービスサーバーを有する会社専用とすることができる。
【００２７】
　すべての実施例において、接続メッセージを制御サーバーまたはサービスサーバーに送
るのは、モニタデバイスである。この利点は、モニタデバイスからのメッセージに応答し
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、例えばｈｔｔｐリクエストに応答し、サーバーは制御メッセージを送るように構成でき
ることである。従って、制御サーバーはモニタデバイスとサーバーとの間に配置された、
可能性のあるアクセス制限デバイス、例えばファイアーウォール、ＮＡＴサーバーなどに
もかかわらず、モニタデバイスに対する制御を行うことができる。スウェーデン、Ｓ２２
３　６９　ルンド、エムダラベーゲン１４、アキシスＡＢ社によって出願された国際特許
出願第ＷＯ２００６／０７３３４８号に、かかる通信方式が開示されている。
【００２８】
　一実施例によれば、このシステムは制御サーバーのヒエラルキー（階層）内で高レベル
またはトップレベルの制御サーバーである、少なくとも１つの初期制御サーバーを含む複
数の制御サーバーを備える。かかる初期制御サーバーは、システム内の任意の制御サーバ
ーおよびサービスサーバーへの少なくとも間接的な接続を可能にするアドレス情報にアク
セスするようになっている。
【００２９】
　このようにシステムを構成することにより、サーバー間に責任を分散させることが可能
となる。例えばモニタデバイスに制御サーバーまたはサービスサーバーの正しいサブシス
テムに命令させる全責任を初期制御サーバーに与え、一方、かかるサブシステムにおける
制御サーバーに、モニタデバイスが最も適したサービスサーバーに命令する責任を与える
ことができる。
【００３０】
　次に示す詳細な説明から、本発明の実施可能性の別の範囲が明らかとなろう。しかしな
がら、本発明の好ましい実施例を示す詳細な説明および特定の例は、単に説明するために
示したものに過ぎないと理解すべきである。その理由は、詳細な説明を当業者が読めば、
当業者には本発明の範囲内で種々の変形および変更が明らかとなるからである。
【００３１】
　添付図面を参照し、現時点で好ましい実施例の次の詳細な説明を読めば、本発明の別の
特徴および利点が明らかとなろう。
【実施例】
【００３２】
（現時点で好ましい実施例の詳細な説明）
　図１では、本発明の一実施例に係わるモニタシステム１０の概観が示されている。この
モニタシステム１０は、モニタデバイス２０と、制御サーバー３０と、サービスサーバー
４０と、クライアントコンピュータ４２またはモバイル電話４４としてのユーザーターミ
ナルとを含む。モニタデバイス２０、制御サーバー３０およびサービスサーバー４０は、
コンピュータネットワーク５０、例えばインターネット、ＬＡＮ（ローカルエリアネット
ワーク）、ＷＡＮ（ワイドエリアネットワーク）を介して互いに接続されている。コンピ
ュータネットワーク５０は、無線および／または有線通信チャンネルを含むことができ、
モニタデバイス２０は、デジタルカメラ、動き検出器、オーディオ検出器、ＩＲ検出器、
通過制御（ｐａｓｓａｇｅ　ｃｏｎｔｒｏｌ）デバイス、電子ドアロック、エレベータ制
御システム、カードリーダーなどとすることができる。ユーザーターミナル４２、４４は
ネットワークに接続されており、サービスサーバー４０と通信し、モニタデバイスへのア
クセス、またはサービスサーバーで実行されるモニタサービスにアクセスするようになっ
ている。
【００３３】
　図２では、異なるデバイスの間の一般的なシグナリング方式が略図で示されている。デ
バイス間の通信の仕様は、使用される通信プロトコルおよび物理的ネットワークに応じて
変わり得る。しかしながら、ネットワークを介し、一般的な通信をどのように実行するか
に関する詳細については、コンピュータ通信の当業者には知られているので、この詳細に
ついては本明細書では説明しない。モニタデバイス２０は、イニシエイション動作または
イニシエイション事象に応答し、モニタデバイス２０内に記憶されているアドレスへ接続
メッセージ６００を送るようになっている。この接続メッセージは、前記アドレスに常駐
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する制御サーバー３０で受信される。この制御サーバー３０は、接続メッセージを受信し
、モニタデバイス２０と制御サーバー３０とは、接続を設定する。制御サーバーは、モニ
タデバイス２０から受信した通信信号から識別子も抽出する。この識別子は、モニタデバ
イスとサービスプロバイダおよびサービスサーバーとを照合するのに使用される。制御サ
ーバー３０が一致していると判断すると、この制御サーバー３０はメッセージ６０２内の
アドレスをモニタデバイスに送る。このメッセージは、モニタデバイス２０でアドレスメ
ッセージまたはリコンフィギュレーションメッセージの変更として識別される。このメッ
セージ６０２に応答し、モニタデバイス２０は新しいアドレスを記憶し、接続メッセージ
６００または６０４を新しいアドレスに送る。接続サーバー３０から受信されたアドレス
は、システムの構造に応じ、別の制御サーバー３０またはサービスサーバー４０をアドレ
ス指定できるが、これについては後述する。
【００３４】
　モニタデバイスで受信されたリコンフィギュレーションメッセージ６０２内のアドレス
が、サービスサーバー４０に関連しており、従って、モニタデバイス２０から送られた次
の接続メッセージ６０４がサービスサーバー４０に送られると、サービスサーバー４０と
モニタデバイス２０はサービス接続６０６を設定し、モニタデータのサービスサーバー４
０への伝送を可能にし、可能な場合にはモニタデバイスへのコンフィグレーションパラメ
ータの伝送を可能にするが、このことは必ずしも必要ではない。こうして、モニタデバイ
ス２０はモニタサービスを提供することが可能にされたサーバーへ接続される。次に、モ
ニタデバイス２０が向けられたサービスサーバー４０は、地理的なロケーション、ネット
ワーク内のロケーション、利用できるサービスおよび／または顧客固有の理由に関し、最
も適当なサービスサーバー４０となり得る。特定のモニタデバイス２０に関して適用でき
るこれら基準のうちのいずれか１つを、制御サーバー３０に提供されるデータにより制御
してもよいし、または制御サーバー３０がモニタデバイス２０をサービスサーバー４０に
向けることによって制御してもよい。
【００３５】
　一実施例によれば、モニタデバイス２０は図３Ａおよび図３Ｂに示されるように入力手
段２０２、処理手段２０４、不揮発性メモリ２０６、揮発性メモリ２０８、ネットワーク
インターフェース２１０、イニシエイション手段（ｉｎｉｔｉａｔｉｎｇ　ｍｅａｎｓ）
２１２、モニタデバイス手段２１６を含むことができる。図３ａは、一般的なモニタデバ
イスの略図であり、図３ｂは、デジタルカメラであるモニタデバイス２０の略図である。
本発明の理解を容易にするために、図３ａおよび３ｂは、正常な機能をデバイスが実行で
きるようにするのに必要なすべての手段を示しているわけではない。すなわちＩＲ検出機
能をＩＲ検出器に実行させ、デジタルカメラ機能をデジタルカメラに実行させる手段のす
べてを示しているわけではない。モニタデバイスをモニタデバイスとして作動させるのに
必要なハードウェアおよびソフトウェアのようなすべての手段は、図３ａ内のモニタデバ
イス手段２１６により表示されており、図３ｂではカメラの対応する手段をビデオカメラ
手段２１８と称す。通常のモニタデバイスネットワークをイネーブルするのに必要な手段
および装置は、当業者に知られたものである。現在市販されている、かかるネットワーク
をイネーブルするモニタデバイスの一例として、スウェーデンＳ－２２３　６９、ルンド
、エンダラベーゲン１４、アキシスコミュニケーションズＡＢ社（Ａｘｉｓ　ｃｏｍｍｕ
ｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ＡＢ）から市販されている、ネットワーク接続されるデジタルカメ
ラを挙げることができる。
【００３６】
　上記のように、モニタデバイス２０は複数のタイプのデバイスの任意のものでよく、モ
ニタデバイス２０の入力手段２０２は、異なるタイプのモニタデバイスである。例えば図
３ｂのデジタルカメラ２０ａの入力手段２０２を、イメージセンサ、例えばＣＣＤとする
ことができ、オーディオ検出器の入力手段をマイクなどとすることができる。入力手段２
０２の主な機能は、モニタデバイス２０がモニタする特性を検出し、サンプリングし、ま
たは測定し、よってかかるデータを別の処理のための処理手段２０４へ送ることである。
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【００３７】
　処理手段２０４は、モニタデバイスの機能を制御し、本発明の機能およびモニタデバイ
ス２０の一般的な機能に関連するプログラムコードを実行するようになっている。モニタ
デバイスの機能およびモニタシステムとの対話（ｉｎｔｅｒａｔｉｏｎ）に関連するデー
タおよび情報を記憶するために、モニタデバイス２０により不揮発性メモリ２０６を使用
できる。特に本発明の一実施例によれば、この不揮発性メモリに、ネットワーク上のサー
バーに対するアドレスのリスト２１４を記憶する。このアドレスのリスト２１４は優先マ
ーカー（ｐｒｉｏｒｉｔｙ　ｍａｒｋｅｒ）によって各アドレスエントリーをマークする
ことにより優先度を決定できる。これらのマーカーは優先度を識別する番号とすることが
できる。メーカーから出荷されるモニタデバイス内のアドレスのリスト２１４は、制御サ
ーバー３０に対する少なくとも１つのあらかじめプログラムされたアドレスを含み、この
サーバーは一般にこのアプリケーションにおける初期制御サーバー（ｉｎｉｔｉａｌ　ｃ
ｏｎｔｒｏｌ　ｓｅｒｖｅｒ）と称される。このリスト２１４は複数のアドレスを含むこ
とができ、このリストでは、最高の優先度を有するとマークされたアドレスは、モニタデ
バイスが接続事象に応答し、接続メッセージを送る先の最初のアドレスである。この最初
のアドレスが失敗した場合、優先リスト内の次のアドレスが試行され、接続メッセージが
同じようにそのアドレスへ送られる。別の実施例によれば、最初のアドレスが失敗した場
合、リスト２１４内で試行される次のアドレスがランダムに選択され、その結果、多くの
デバイスに同じリストが設けられており、障害のあるアドレスに基本的に同時に接続しよ
うとしている場合、ネットワーク内で負荷の分散が行われる。
【００３８】
　この不揮発性メモリは、モニタデバイスをユニークに識別する識別コードおよび暗号化
のためのユニークな鍵も含むことができる。制御サーバーまたはサービスサーバーにおい
て、モニタデバイスを識別するのに使用でき、ユニークなキーは識別コードにより記述さ
れるカメラとしてカメラを認証するのに使用できる。
【００３９】
　処理手段２０４をサポートし、および／または制御サーバーから受信されたアドレスを
一時的に記憶するのに、揮発性メモリ２０８を使用できる。従って、揮発性メモリ２０８
は、処理手段２０４によりモニタデバイス２０４上で実行されるアプリケーションによっ
て使用されるメモリでもよい。
【００４０】
　ネットワークインターフェース２１０は、モニタデバイス２０とネットワーク５０との
間のインターフェースであり、多数の異なるネットワークに対するネットワークインター
フェース２１０を構成するのに使用できるハードウェアおよびソフトウェアは、コンピュ
ータネットワークに精通する当業者には周知のものである。
【００４１】
　イニシエイション手段２１２はイニシエイション事象を発生し、よって不揮発性メモリ
２０６に記憶された優先アドレスへ初期接続メッセージを送ることをトリガーする手段で
ある。一実施例によれば、イニシエイション手段２１２は、ネットワーク５０へのモニタ
デバイス２０の接続、すなわちネットワーク５０への電源をオンしたモニタデバイス２０
の接続または既に物理的にネットワークに接続されているモニタデバイス２０の電源の投
入のいずれかを検出するようにイネーブルされた検出器である。かかるイニシエイション
手段２１２を構成することにより、適当なサービスサーバー４０のサーチおよびこれへの
接続を完全に自動化できる。別の実施例によれば、イニシエイション手段２１２をモニタ
デバイス２０の電源ボタンとしてもよいし、サービスサーバー４０へのモニタデバイス２
０の接続をイニシエイトする専用のボタンとしてもよい。
【００４２】
　サービスサーバー４０へのアドレスを含むメッセージまたはかかるサーバーへのアドレ
スを含むリコンフィギュレーションメッセージに応答し、制御サーバー３０またはサービ
スサーバー４０へ接続メッセージを送るようになっている手段２１８を、処理手段２０４
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によって実行されるプログラムコードによって実施してもよい。
【００４３】
　不揮発性メモリ２０６に記憶されているユニークな鍵に関する説明に戻ると、この鍵は
、送るべきメッセージの暗号化または受信したメッセージの解読のためにも使用できる。
更にこの鍵を使って、スウェーデンＳ－２２３　６９、ルンド、エンダラベーゲン１４、
アキシスコミュニケーションズＡＢ社により出願された国際特許出願第ＷＯ２００６／０
７３３４８号に記載のようなオープンパスを生じさせる接続の設定中にカメラを認証する
ことができる。この制御サーバーおよびサービスサーバーにはモニタデバイスからのメッ
セージを解読し、モニタデバイスに送られるメッセージを暗号化し、モニタデバイスを認
証できるようにする鍵を設けることもできる。よって、モニタデバイスと制御サーバーお
よび／またはサービスサーバーとの間のすべての通信を暗号化できる。製造される各モニ
タデバイスに対し、ユニークな鍵を設けることが好ましく、この鍵はデバイスの製造中に
モニタデバイス内に記憶できる。これら鍵は、共有秘密システムの鍵、または公開鍵シス
テムの鍵とすることができる。
【００４４】
　一実施例によれば、これら鍵を設けるべきカメラを製造する前に、異なる鍵の極めて大
きいリストを作成する。このリストの大きさは、何年もの間、新しいリストを作成する必
要のない大きさとすべきである。各制御サーバーには、鍵のリストを設け、モニタデバイ
スの製造中、デバイスにはこれら鍵のうちの１つが設けられることになる。このように鍵
を設けることにより、安全上の危険を生じさせ得るような鍵を配布する必要がなくなる。
従って、モニタデバイスの認証および鍵の配布を簡略化できる。
【００４５】
　図４ａには一実施例に係わる、サービスサーバー４０を探すモニタデバイス２０のプロ
セスが示されている。最初にオフラインまたはシャットオフされているモニタデバイス２
０をイニシエイトする。すなわちネットワークに接続し、電源をオンにするか、上記他の
方法でイニシエイトする（ステップ６２０）。
【００４６】
　次にモニタデバイス２０は、不揮発性メモリ２０６内の優先リストから最初のアドレス
を検索する（ステップ６２２）。このアドレスは、製造プロセス中にメーカーによって記
憶されたアドレスとすることができる。しかしながら、本発明に係わるシステムにあらか
じめモニタデバイス２０が接続されている場合、このアドレスはデバイスの製造中にモニ
タデバイス２０内に設けられたアドレスのサーバー以外の、より適当なサーバーに対する
アドレスを含む、別のメッセージまたはリコンフィギュレーションメッセージに応答して
記憶されたアドレスでもよい。
【００４７】
　次にモニタデバイスは検索されたアドレスに関連するサーバーへネットワークインター
フェース２１０を介し、接続メッセージを送る（ステップ６２４）。
【００４８】
　接続メッセージが送られた後にモニタデバイスは、接続メッセージを受信したサーバー
からの応答を待つ。
【００４９】
　ステップ６２６において、応答が新しいサーバーへのアドレスを含むメッセージとなる
場合、または応答が新しいサーバーへのアドレスを含むリコンフィギュレーションメッセ
ージとなる場合、モニタデバイスは不揮発性メモリ２０６内にこのアドレスを記憶する（
ステップ６２８）。このアドレスはリスト２１４内に、最も高い優先度のアドレスとして
記憶できる。サーバーからの応答メッセージまたはリコンフィギュレーションメッセージ
は、特定の一実施例によれば、不揮発性メモリ２０６内の現在のリストの代わりとなるサ
ーバーアドレスの完全に新しいリスト、または現在のリスト内のアドレスの一部に代わる
アドレスのサブセットを含むことができる。
【００５０】
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　次に、モニタデバイスは新しいサーバーアドレスへ新しい接続メッセージを送る（ステ
ップ６３０）か、または受信したメッセージに応答し、ステップ６２８でリストを変更し
た後に、優先リスト内の最初のアドレスを送る。次に、モニタデバイス２０は、接続メッ
セージを送った先のサーバーからの応答をもう１回待つ。
【００５１】
　ステップ６２６において応答メッセージ内に新しいサーバーアドレスが識別されない場
合、応答が自らの内部のサービスサーバー４０であるサーバーの表示を含むかどうかをモ
ニタデバイス２０がチェックする（ステップ６３２）。応答がかかる表示を含む場合、モ
ニタデバイス２０およびサービスサーバーはサービス接続を設定する（ステップ６３４）
。
【００５２】
　サーバーがサービスサーバーである表示を応答が含まない場合、モニタデバイスはサー
バーからの別のメッセージを待つことができる。別の実施例では、応答メッセージがサー
バーをサービスサーバーとして識別しないと判断したとき、または応答メッセージが新し
いサーバーアドレスを識別しないと判断されたときに、モニタデバイスは接続メッセージ
を直接リスト内の別のアドレスに送る。別の実施例ではサーバーまたはアドレスがエラー
である可能性が高い旨をカウンタまたはタイマーが表示した後に、リスト内の別のアドレ
スに、かかる接続メッセージが送られる。前記別のアドレスは、前に述べたように、優先
リスト内の次のアドレスでもよいし、またはリスト内でランダム選択してもよい。
【００５３】
　図４Ｂに示される別の実施例では、モニタデバイスの不揮発性メモリからのサーバーア
ドレスを検索するステップ６２２は、更に識別コードおよび認証コードを検索することを
含む。この識別コードは、モニタデバイスをユニークに識別する識別子、例えばシリアル
番号、アイテム固有のコードと組み合わせた製品コードなどである。認証コードは不揮発
性メモリ２０６内に記憶された鍵によって暗号化されたコードとすることができる。識別
子および認証コードは、次に接続メッセージ（ステップ６２４）内、またはサーバー３０
との後の通信信号内のいずれかにおける検索されたアドレスのサーバー３０へ送られる（
ステップ６２５）。更に、新しいサーバーアドレスを含む制御サーバーからの応答は、第
２認証コードも含むことができ、この第２認証コードはサービスサーバーに接続されたと
きにモニタデバイスを認証するのに使用できる。この認証コードは、制御サーバーが発生
する暗号化／解読鍵とすることができる。この第２認証コードの目的は、メイン認証コー
ドまたは鍵の分散を防止することである。その理由は、かかる分散によってコードの安全
性が脅かされる可能性があるからである。
【００５４】
　図５には、制御サーバー３０の一実施例が略図で示されている。モニタデバイス２０に
よって設定された自動接続は制御サーバーで分析され、制御サーバー３０は、制御サーバ
ーに利用できる他のサーバーの情報およびモニタデバイス２０との通信で提供される情報
に基づき、最も適切な新しいサーバーへのアドレスをモニタデバイス２０に提供する。制
御サーバー３０は、ネットワーク通信を行うためのネットワークインターフェース３１０
と、制御サーバー３０を作動させるための処理手段３１２と、処理手段３１２が実行する
アプリケーションプログラムをサポートし、記憶するためのメモリ３１４と、モニタデバ
イス２０と制御サーバー３０との間の通信からモニタデバイスの識別子を抽出するための
識別抽出器３１６と、モニタデバイス２０の識別コードを認証するための認証器３１７と
、識別コードとサーバーとを照合するための照合手段３１８と、抽出された識別子に一致
するサーバーに関連するアドレスを発生し、これを送るためのリコンフィギュレーション
メッセージ発生器３２０とを含む。
【００５５】
　識別抽出器３１６は、制御サーバー３０に接続するモニタデバイスのアドレスを抽出す
ることにより、制御サーバー３０とモニタデバイスとの間の通信から識別子を抽出するよ
うにでき、このアドレスは、例えばモニタデバイス２０のＩＰアドレスとすることができ
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る。このＩＰアドレスは、モニタデバイスが接続されているネットワークの運用者（ｏｐ
ｅｒａｔｏｒ）を識別するのに使用できる。各運用者は、割り当てられたシリーズのＩＰ
アドレスを有するので、このような識別が可能である。この抽出は、モニタデバイス２０
から発信されるメッセージに含まれる応答アドレスをピンポイントするようになっている
ＩＰアドレス３２２の抽出器によって実行される。別の実施例によれば、識別抽出器３１
６は、制御サーバー３０とモニタデバイス２０との間の通信においてモニタデバイス２０
によって送られる識別コードおよび認証コードを抽出するようになっている識別コード抽
出器３２４を含む。一実施例では、制御サーバー３０はＩＰアドレス抽出器３２２および
識別コード抽出器３２４の双方を含み、異なる方式に従ってこれらを使用できる。すなわ
ち識別抽出器はデータベース３３０内のＩＰアドレスを抽出してそれがサーバーに関連し
ているかどうかのテストを開始でき、関連していない場合、識別コードチェックを続ける
か、または識別抽出器は識別コードの、そして次にＩＰアドレスの抽出およびテストを開
始するようになっている。
【００５６】
　照合手段３１８は、識別抽出器３１６が抽出した識別子を活用し、モニタデバイスに最
も適したサーバーを探す。この照合手段３１８は、識別子のリストまたはデータベース３
３０および関連するサーバーにアクセスすることにより、モニタデバイスの識別子とサー
バーとを照合するようになっている。リストまたはデータベースのアクセスは、データベ
ースアクセス手段３２６によって行われる。照合に使用されるリストまたはデータベース
３３０は、サーバーへの周辺機器としてサーバー内に配置してもよいし、またはネットワ
ークを介してアクセスするようにもできる。後者の実施例は図５に示されている。リスト
またはデータベース３３０は一実施例によれば、識別子のエントリーを含むことができ、
各識別子は、少なくとも１つの制御サーバーまたはサービスサーバーに関連する。リスト
またはデータベース３３０は、モニタデバイス２０を認証するための各識別子に関連する
鍵も含むことができる。当業者にはリストまたはデータベース３３０の別の構造も知られ
ている。
【００５７】
　リストまたはデータベース３３０にアクセスすることにより、モニタデバイス２０の識
別子と、鍵と、モニタデバイス２０の識別子および鍵を制御サーバーまたはサービスサー
バーに関連付ける情報のエントリーを含むデータベース３３０またはリストを編集できる
。データベース３３０またはリストは、だれかが編集できるようにするためには認証を必
要とし得る。リストまたはデータベース３３０のかかる編集は、多くの異なる方法で実行
できる。例えばモニタデバイスの製造に関連してこの編集を実行でき、かかる場合、モニ
タデバイスの識別コードを入力し、所定のサービスプロバイダまたはサービスプロバイダ
のサーバーと関連付ける。編集は、サービスプロバイダのサーバーのうちの１つまたは一
組に関連付けるべきモニタデバイスの識別コードをサービスプロバイダが入力することに
よって実行でき、この編集はサービスプロバイダがプロバイダのネットワークのＩＰアド
レスを入力することによって実行でき、編集はこれらアドレスとプロバイダのサーバーの
うちの１つまたは一組とを関連付けできる。
【００５８】
　図６ａには、モニタデバイスにサービスする制御サーバー３０のプロセスの一実施例が
示されている。制御サーバー３０は、ネットワークおよびネットワークインターフェース
３１０を介し、モニタデバイス２０からの接続メッセージを受信する（ステップ７１０）
。モニタデバイス２０および制御サーバー３０は、通信のための接続を設定する（ステッ
プ７１２）。次に、制御サーバー３０の識別抽出器３１６は、通信からモニタデバイスに
関連する識別子および認証コードを抽出する（ステップ７１４）。次に、認証コードの手
段により、識別子の認証をチェックする（ステップ７１５）。認証に失敗した場合、プロ
セスを終了する（ステップ７１７）。失敗しなかった場合、識別子と、この特定の実施例
ではサービスプロバイダとを照合する照合手段３１８により、識別子を処理する（ステッ
プ７１６）。
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【００５９】
　サービスプロバイダが識別子と一致しなかった場合（７１８）、制御サーバー３０はエ
ラーメッセージを発生でき（ステップ７２０）、接続メッセージに応答し、モニタデバイ
ス２０へこのメッセージを戻す。モニタデバイス２０は、特定のエラーコードをディスプ
レイするか、または一部のＬＥＤを附勢し、エラーのタイプを表示するようにできる。
【００６０】
　かかるエラーが発生した場合、ユーザーはどの当事者がサポートを提供するかに応じ、
モニタデバイスまたはサービスプロバイダのサポートを通知でき、これら当事者はモニタ
デバイス２０に関連した正しいアドレスまたはモニタデバイス２０のＩＰアドレスを入力
し、データベース内にモニタデバイスの識別子を入力し、これをサーバーなどに関連付け
できる。
【００６１】
　ステップ７１８において、サービスプロバイダが識別子に一致している場合、照合手段
３１７は、そのサービスプロバイダのサーバーへのアドレスを検索する（ステップ７２２
）。
【００６２】
　次に、リコンフィギュレーションメッセージ発生器３２０へ検索されたサーバーアドレ
スが送られ、メッセージ発生器は検索されたサーバーアドレスを含むリコンフィギュレー
ションメッセージまたは別のタイプのメッセージを発生する（ステップ７２４）。次にス
テップ７２６で、リコンフィギュレーションメッセージがモニタデバイス２０へ送られ、
モニタデバイスは図３～４を参照してこれまで説明したように、リコンフィギュレーショ
ンメッセージに作用する。制御サーバー３０は、モニタデバイス２０へ送るための第２認
証コードも発生でき、この認証コードはリコンフィギュレーションメッセージに関連し、
ステップ７２６でモニタデバイス２０へ送ることができる。第２認証コードは、サービス
サーバーへの接続時にモニタデバイスを認証するのに使用できる。この認証コードは制御
サーバーが発生する暗号化／解読鍵とすることができる。この第２認証コードの目的は、
メイン認証コードまたは鍵の分散を防止することである。その理由は、かかる分散がコー
ドの機密性を犯す恐れがあるからである。
【００６３】
　図６ａに表示されているプロセスは、初期制御サーバー内で実施することが好ましい。
すなわちモニタデバイスの製造中に、モニタデバイスに入れられたアドレスによってアド
レス指定される制御サーバーのタイプにより実施することが好ましい。かかる制御サーバ
ーはモニタデバイスのメーカーによって制御でき、かかる制御サーバーは、デバイスをだ
れが買うか、モニタデバイスに関連するのはどのサービスプロバイダであるかとは無関係
に、同じプロセス、プログラムおよびプロパティを使って、メーカーが大きなシリーズの
モニタデバイスを構成することを可能にできるという利点を提供できる。最初に制御サー
バー３０に接続されるときに、モニタデバイスのプログラムおよびプロパティを自動的に
変更し、サービスプロバイダまたはデバイスに関連する他の当事者からの特定のリクエス
トに従ってカスタム化することができる。かかる自動変更はリコンフィギュレーションメ
ッセージ内でモニタデバイス２０へ送られる。
【００６４】
　図６ｂに示されるように制御サーバーのプロセスの別の実施例を構成でき、このプロセ
スは図６ａの実施例のプロセスに類似するので、図６ａのプロセスと同じステップに対し
て同じ参照番号を使用する。異なるステップも同じ参照番号を使用するが、番号の後に’
記号をつける。従って、図６ｂのプロセスは、最初にサービスプロバイダを照合すること
によるサーバーの照合をせずに、サーバーは識別子に直接照合されるという点が違う。従
って、抽出された識別子とデータベース内のサーバーとが照合される（ステップ７１８’
）。サーバーが見つかった場合（ステップ７１８’）一致したサーバーに関連するサーバ
ーアドレスが検索される（ステップ７２２’）。このプロセスの他の部分は図６ａのプロ
セスと同一である。
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【００６５】
　図５、６ａおよび６ｂを参照して説明したサーバーに類似した制御サーバー３０は、初
期制御サーバー３０として使用できる。更にかかる制御サーバー３０は、後のステージの
制御サーバー３０として有効である。すなわちすべてではないにしても、初期制御サーバ
ー３０によって利用されるデータベース３３０内にサービスプロバイダのサービスサーバ
ーのアドレスを記憶した場合、初期制御サーバー３０がアドレスを提供できるサブシステ
ム内に配置された制御サーバー３０、またはサービスプロバイダの制御サーバー３０とし
て有効である。このように、異なる当事者がそれらの目的に従って異なる組のサーバーを
管理できる。例えばモニタデバイスのメーカーが一組の初期制御サーバーを管理し、サー
ビスプロバイダがサービスサーバーおよび可能な場合には一部の制御サーバーを管理する
場合、メーカーはサービスプロバイダおよびサービスプロバイダのサーバーのサブセット
の追跡を維持するだけでよく、一方、サービスプロバイダはデータベースおよびメーカー
の制御サーバーへの変更を検討することなく、サービスサーバーを設定することが認めら
れる。
【００６６】
　システム内のサービスサーバー４０は、モニタデバイス２３０とユーザーターミナルと
の間でユーザーインターフェースを提供するサーバーと見なすことができる。このサービ
スサーバー４０は、モニタデータをサービスサーバーに転送するためにモニタデバイスへ
サービス接続するようになっている。更に、このサービスサーバーはモニタデバイス２０
から受信したデータを処理し、そのデータを提供するか、またはユーザーのクライアント
が提供することを可能にするようになっている。サービスプロバイダ４０は、モニタデバ
イスを制御するようにもできる。サービスサーバーは、例えばモニタデバイスと通信し、
ユーザーターミナル、例えばクライアントコンピュータ、モバイル電話などと通信するた
めの通信手段を含むサーバーとし得る。更に、サービスサーバーは認証されたユーザーだ
けをモニタデバイスに接続するための認証手段を含むことができる。この認証は、標準的
なユーザーネームおよびパスワードのログインとして実行できる。発送時にモニタデバイ
スと共にまずユーザーネームおよびパスワードを提供できる。更に、サービスサーバーは
モニタデバイスからのモニタ情報を記憶するデータベースを含むことができる。かかるモ
ニタデバイスは、カメラからのビデオシーケンス、例えばドア内のＩＲ検出器またはセン
サからのアラームをトリガーすることに関連する事象とすることができる。このサービス
サーバーはユーザーターミナルからのリクエストおよび認証時にカメラからユーザーター
ミナルへ実質的にライブのビデオストリームを送るようにもできる。
【００６７】
　アクセス制限デバイス、例えばファイアーウォール、ＮＡＴ（ネットワークアドレス変
換）、ダイナミックアドレスを提供するＩＳＰ（インターネットサービスプロバイダ）の
背部に配置されたモニタデバイスへ制御パラメータ、データ、更新などの送信を達成する
ために、サービスサーバー４０はモニタデバイスから送られたリクエストに応答し、かか
る情報を送るようにできる。モニタデバイス２０は通信を開始するようになっているので
、このことを容易に達成できる。
【００６８】
　一実施例では、サービスサーバー（図７参照）は、ネットワーク５０を通してモニタデ
バイスとの通信を可能にするネットワークインターフェース４１０と、サービスサーバー
でアプリケーションを実行するための処理手段４１２と、アプリケーションデータを記憶
するためのメモリ４１４と、モニタデータ提示手段４１６とを含む。サービスサーバーは
、モニタデバイス２０とサービスサーバー４０との間の通信からモニタデバイスの識別子
を抽出するための識別抽出器４１８と、モニタデバイス２０の識別コードを認証するため
の認証器２３４も含むことができ、サービスサーバー内の認証のために使用される認証コ
ードは前記第２認証コードとすることができる。識別抽出器は更に、ＩＰアドレス抽出器
４２０および／または制御サーバー３０内と同じ機能性を有する識別コード抽出器４２２
を含むことができる。モニタデータ提示手段４１６は、１つまたは複数のモニタデバイス
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からのモニタデータのプレゼンテーションをイネーブルするための、１つまたは複数のア
プリケーションを備える。モニタデータを受信し、このデータを処理し、ユーザーのため
のデータを提示する可能性を提供するサービスサーバーは、当業者に知られたものである
。使用可能なサービスサーバー４０の一例は、スウェーデン、Ｓ２２３　６９　ルンド、
エンダラベーゲン１４、アキシスＡＢ社により出願された国際特許出願第ＷＯ２００６／
０７３３４８号に記載されており、この出願は、アクセス制限デバイスを介した通信のた
めの方法についても述べている。
【００６９】
　図８には、サービスサーバーの発明に関連するプロセスの一実施例が示されている。こ
のサービスサーバー４０は、モニタデバイス２０から接続メッセージを受信し（ステップ
８１０）、モニタデバイスを識別し、認証する（ステップ８１１）。次にサービスサーバ
ーとモニタデバイスとがサービス接続を設定する（ステップ８１２）。サービス接続が設
定されると、サービスサーバー４０は、サービスサーバー４０の条件または最終ユーザー
の要求に従って、モニタデバイスからのモニタデータの受信（ステップ８１４）、および
受信したモニタデータの処理（ステップ８１６）をスタートできる。次に、サービスサー
バー４０は、ユーザーのクライアントのために提示するための、またはクライアントもし
くはユーザーのサーバーにダウンロードするためのモニタデータを記憶できる（ステップ
８１８）。クライアントはワークステーションコンピュータ、デスクトップコンピュータ
、ラップトップコンピュータ、ハンドヘルドコンピュータ、例えばＰＤＡ（パーソナルデ
ジアルアシスタント）、モバイル電話などでよい。
【００７０】
　モニタデバイスをサービスサーバーに接続するためのシステムは、複数のモニタデバイ
ス２０と、複数の制御サーバーと、複数のサービスサーバーとを含むことができる。モニ
タデバイスはネットワーク５０に直接、別のネットワークを介し、アクセス制限デバイス
などを介して接続できる。
【００７１】
　図９において、このシステムの一例は、３つのモニタデバイス２０～２２、２つのサー
ビスサーバー４０～４１およびユーザーターミナル４２および４４を含む。この例では、
視覚的に異なるように見たカメラの２つの図およびモニタデバイスを示す１つの一般的な
ボックスを使用することにより、モニタデバイスのうちの２つをモニタカメラとして示し
ている。我々はこのシステムにおけるモニタデバイスは、ブランド、タイプまたはモニタ
機能に関して必ずしも同一でないことを強調したい。すなわちモニタシステムはＩＲ検出
器、広角カメラ、低解像度カメラを同時に含むことができる。図９に示された例では、モ
ニタデバイス２０～２２の数だけでなく、サービスサーバー４０～４１の数も容易に増加
してもよい。更に、このシステム例は、メーカーによって制御される制御サーバーとする
ことができる制御サーバー３０を含む。
【００７２】
　更に、モニタデバイス２２のうちの１つはアクセス制限デバイス６０、例えばファイア
ーウォール、ＮＡＴ（ネットワークアドレス変換）サーバー、ダイナミックアドレスを提
供するＩＳＰ（インターネットサービスプロバイダ）、ファイアーウォールを介し、ネッ
トワークに接続されている。かかるアクセス制限デバイスは、例えばモニタデバイスから
のメッセージまたはリクエストに応答し、情報または命令を提供することにより、かかる
デバイスを通過するようにモニタデバイスへ情報または命令を送るようになっているので
、サーバーからのモニタデバイスのアクセスを制限しない。例えばモニタデバイスの各々
とサーバーとの照合プロセス中に制御サーバー３０がアクセスするデータベースは、モニ
タデバイス２０のＩＰアドレスがサービスサーバー４０に提供するインターネットアクセ
スプロバイダのＩＰアドレスであるという事実に基づき、モニタデバイス２０のＩＰアド
レスをサービスサーバー４０に関連付ける情報を含むことができる。更に、またはこれと
は異なり、データベースはモニタデバイス２１および２２の各々から送られた識別コード
と、サービスサーバー４１とを関連付ける情報を含むことができる。従って、制御サーバ
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ーのデータアドレスがモニタデバイス２０～２２とそれらのサービスサーバーとを関連付
ける情報を含む場合、制御サーバー３０は、モニタデバイスの各々が送る接続メッセージ
に応答し、サービスサーバー４０のアドレスをモニタデバイス２０へ送り、サービスサー
バー４１のアドレスをモニタデバイス２１および２２へ送ることができる。前に説明した
ように、モニタデバイスで受信したアドレスを不揮発性メモリに記憶し、将来のイニシエ
イション時に使用することができる。例えばモニタデバイス２０の接続が外されており、
再接続された場合にサービスサーバー４０のアドレスを不揮発性メモリに記憶し、モニタ
デバイスが接続メッセージを制御サーバー３０に送る代わりに直接、サービスサーバー４
０へ送ることができる。ユーザーターミナル４２および４４は、ネットワークを介してサ
ービスサーバーと通信し、カメラからのモニタ情報または画像シーケンスを入手するか、
またはモニタデバイスを制御するようになっている。アクセス制限デバイス、例えばファ
イアーウォールを介してネットワークにモニタデバイスが接続されている場合、サービス
サーバー４０のようなサーバーを介し、モニタデバイスにアクセスしなければならない。
【００７３】
　図１０では、更に別の可能なコンフィギュレーションが示されている。この場合、すべ
てが保護された６０の個人ネットワーク５１に接続されているような、自らの建物をモニ
タするために多数のモニタデバイス２０を必要とする会社はサービスサーバーを直接個人
ネットワーク５１にも接続すると仮定できる。ユーザーターミナル４２および４４は、提
供されるモニタサービスにアクセスするため、および／またはユーザーのモニタデバイス
にアクセスするために、サービスサーバーに接続されている。モニタデバイス２０を購入
したとき、これらデバイスは制御サーバーに登録されており、会社の内部サービスサーバ
ーのアドレスに関連するカメラのシリアル番号を取り込むことができ、制御サーバーは初
期制御サーバーとなり得る。このように、カメラの設置は大幅に簡略化される。その理由
は、モニタデバイス２０を取り付け、個人ネットワーク５１に接続するだけでよく、モニ
タデバイス２０は自動的に制御サーバー３０により、使用を意図するサービスサーバー４
０を探し、これに接続するようにリコンフィギュアされるからである。
【００７４】
　図１１において、システムの更に別のコンフィギュレーションが示されている。モニタ
サービスプロバイダのサービス、例えばネットワークアクセス、すなわちインターネット
アクセスのプロバイダであると仮定する。メーカーの制御サーバー３０に関連するデータ
ベースにＩＰアドレス、ＩＰアドレスの一部または複数のＩＰアドレスが記憶される。す
なわち制御サーバー３０のデータベースにＩＰアドレスの多数の情報、またはサービスプ
ロバイダのＩＰアドレスに接続されているとしてモニタデバイスを識別するのに必要な多
数のＩＰアドレスがロードされる。サービスプロバイダは制御サーバー３１にも関連して
おり、制御サーバー３１はサービスプロバイダによって運用される制御サーバーである。
サービスプロバイダは何らかの理由から、２つのサービスサーバー４０および４１をイン
ストールしている。
【００７５】
　サービスプロバイダの制御サーバー３１にはサービスサーバーによって維持されるデー
タベースが提供され、このデータベースには各モニタデバイス２２～２５をサービスサー
バー４０～４１のどれに（即ち、どの１つに）接続しなければならないかに関する情報を
含む。モニタデバイス２２～２５を制御サーバー３１内のサービスサーバー４０～４１に
関連付ける情報は、上記のようにＩＰアドレスに基づいていもよいし、または特定のモニ
タデバイスを識別するユニークなコードに基づいてもよい。従って、モニタデバイス２４
がサービスプロバイダ５２のネットワークに接続されるとき、モニタデバイスはサービス
プロバイダ５２のネットワークおよび別のネットワーク５０を介して制御サーバー３０へ
接続メッセージを送る。ネットワーク５０は制御サーバーが接続される相手の先のインタ
ーネット、ＬＡＮ、ＷＡＮまたは他の任意のネットワークでよい。
【００７６】
　制御サーバー３０は、例えばＩＰアドレスと、サービスプロバイダおよび制御サーバー
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３１とを照合し、制御サーバー３１に関連するアドレスをモニタデバイス２４へ送る。次
にモニタデバイス２４は接続メッセージを制御サーバー３１へ送る。次に、制御サーバー
３１はＩＰアドレスまたは別の識別子とサービスサーバー４１とを照合し、サービスサー
バー４１に関連するアドレスをモニタデバイス２４へ送る。次に、モニタデバイス２４は
接続メッセージをサービスサーバー４１へ送り、サービスサーバー４１によりサービス接
続を設定できる。
【００７７】
　モニタデバイス２５および２２は、サービスプロバイダおよびサービスプロバイダの制
御サーバー３１に同じように関連させることができる。しかしながら、制御サーバー３１
は制御サーバー３１のデータベース内のエントリーに応じ、モニタデバイス２５および２
２の各々とサービスサーバー４０および４１の任意のいずれか１つとを関連付けできる。
モニタデバイスを特定のサービスサーバーに関連付ける理由は様々であってよい。１つの
理由は、中小企業に対しては、あるサービスサーバーを提供し、より安価なホームソリュ
ーションに対しては、あるサービスサーバーを提供し、大企業に対しては、あるサービス
サーバーを提供し、可能な場合にはカスタムアプリケーションを構成するからである。
【００７８】
　２つのモニタデバイス２０および２１は、サービスプロバイダのネットワークを介し、
共通ネットワーク、例えばインターネットに接続されることはない。図では、これらモニ
タデバイスを何らかの方法でサービスプロバイダに関連付けできる。例えば制御サーバー
３０は、制御サーバー３０とモニタデバイスの各々との間の通信中に、制御サーバー３０
へ送られた識別子により使用するためのサービスプロバイダを識別できる。
【００７９】
　図１１は、サービスプロバイダのネットワーク５１に接続されたログインサーバー６２
も開示している。ユーザーがサービスプロバイダに識別コードおよびユーザー認証コード
を提供し、サービスプロバイダが、サービスプロバイダに対する識別コードにより識別さ
れたモニタデバイスに関連付けるための命令と共に、識別コードおよびユーザー認証コー
ドを制御サーバー３０へ送るようになっている実施例において、ログインサーバー６２を
使用する。認証コードの目的は、モニタデバイスに対するアクセスの不正な関連付けを禁
止することである。ログインサーバー６２はスタンドアローンデバイスとすることができ
る。しかしながら、サービスプロバイダのサービスサーバー４０、４１または制御サーバ
ー３１内で構成することも可能である。
【００８０】
　図１２では、サービスサーバーにモニタデバイスを接続し、ユーザーがモニタデバイス
にアクセスするためのシナリオの一例が示されている。このシナリオでは、モニタデバイ
スを製造し、製造プロセスにおいてモニタデバイス内にユニークな識別コードおよびユニ
ークな鍵を記憶する（ステップ８１０）。この識別コードおよびユニークな鍵については
、本明細書において前に記載したものである。メーカーは、制御サーバーのデータベース
内に識別コードおよびユニークな鍵も記憶する（ステップ８１２）。次に、インターネッ
トアクセスのオペレータまたは監視ソリューションを提供する会社に対し、制御サーバー
のデータベース内で識別コードをユニークな鍵を関連付ける（ステップ８１４）。これら
会社のうちのいずれかに対するモニタデバイスの関連付けは、会社がモニタデバイスを購
入した結果、または契約の結果として行われる。次に、ユーザーはカメラを購入し、恐ら
く監視サービスの一部としてモニタデバイスに関連する会社を取り扱い、カメラをネット
ワークに接続する（ステップ８１６）。モニタデバイス、制御サーバーおよびサービスサ
ーバーは、本明細書で前に説明した実施例のうちのいずれかのステップを実行し、最終的
にサービスサーバーへのサービス接続を行う（ステップ８１８）。サービス接続が起動さ
れ、作動すると、ユーザーはサービスの口座またはモニタデバイスを識別することにより
、ユーザーターミナルからサービスサーバーへログインできる（ステップ８２０）。ユー
ザーはユーザー認証コードなどと組み合わせたモニタデバイスの識別子を入力することに
より、ユーザーネームおよびユーザー認証コードを入力することによりログインできる。



(19) JP 5037525 B2 2012.9.26

10

20

30

40

50

ユーザーがログインすると、ユーザーはサービスサーバー内に記憶されたモニタデバイス
からデータにアクセスし、モニタデバイスからライブのデータにアクセスするか、または
モニタデバイスに命令を送ることができる。
【００８１】
　図１３において、サービスサーバーにモニタデバイスを接続し、ユーザーがモニタデバ
イスにアクセスできるようにするためのシナリオの別の例が示されている。このシナリオ
では、モニタデバイスを製造し、製造プロセスにおいてユニークな識別コードおよびユニ
ークな鍵をモニタデバイス内に記憶する（ステップ９１０）。識別コードおよびユニーク
な鍵については、本明細書で既に説明した通りである。メーカーも、制御サーバーのデー
タベース内に識別コードおよびユニークな鍵を記憶する（ステップ９１２）。ユーザーは
カメラを購入し、これをネットワークに接続する（ステップ９１４）。ユーザーはカメラ
が提供する識別コードおよびユーザー認証コードを使ってサービスプロバイダのサイトに
もログインする（ステップ９１６）。サービスプロバイダによって識別コードおよびユー
ザー認証コードが受信されると、サービスプロバイダはユーザーが入力した識別コードお
よびユーザー認証コードを含む命令を制御サーバーに送り、識別コードに関連し、認証コ
ードに対して有効な鍵を有するモニタデバイスを、命令を送信したサービスプロバイダに
関連付ける（ステップ９１８）。ステップ９１６および９１８の後で、モニタデバイスを
ネットワークに接続するステップ９１４を実行できる。モニタデバイス、制御サーバーお
よびサービスサーバーは、本明細書の前で説明した実施例のうちのいずれかのステップを
実行し、最終的にサービスサーバーへのサービス接続を行う（ステップ８１８）。サービ
ス接続が起動され、作動すると、ユーザーはサービスの口座またはモニタデバイスを識別
することにより、ユーザーターミナルからサービスサーバーへログインできる（ステップ
８２０）。ユーザーはユーザー認証コードなどと組み合わせたモニタデバイスの識別子を
入力することにより、ユーザーネームおよびユーザー認証コードを入力することによりロ
グインできる。ユーザーがログインすると、ユーザーはサービスサーバー内に記憶された
モニタデバイスからデータにアクセスし、モニタデバイスからライブのデータにアクセス
するか、またはモニタデバイスに命令を送ることができる。
【００８２】
　図１４にはサーバーから別のサーバーにモニタデバイスをハンドオーバーする一例が示
されている。本願に関連し、モニタデバイスのハンドオーバーとは、モニタデバイスと通
信中のサーバーがモニタデバイスにアドレスを提供し、モニタデバイスが受信したアドレ
スのサーバーに接続メッセージを送り、よってモニタデバイスが前のサーバーによって与
えられた新しいサーバーと通信し始めることである。この図では、各矢印は、矢印が生じ
ているサーバーが矢印の先のサーバーのアドレスをモニタデバイスに送り、次にモニタデ
バイスが接続メッセージをこのサーバーに送ることを示している。
【００８３】
　図１２から、多数の異なる構造を構成するのに本発明のシステムを使用できることが、
図１２から明らかであり、これら構造は必要であれば容易に変更できる。理解を容易にす
るために、図には限られた数のサーバーが示されているが、サーバーのうちの少なくとも
一部は、恐らく図に示されている数よりも多いサーバーへの言及を含むことができる。
【００８４】
　図１２の構造例では、システムは２つの初期制御サーバーを含む。例えば制御サーバー
３０：１と、制御サーバー３０：２を含む。これらサーバーの双方は、初期のメーカーの
サーバーでよい。すなわち製造中にモニタデバイス内にあらかじめプログラムされたアド
レスを有するサーバーでよい。制御サーバー３０は、本発明による制御サーバー３０以外
のサーバーとしては働かないようになっているサーバー、例えば制御サーバー３０：１で
よいが、制御サーバーは他のタスクを同時に実行してもよい。すなわち制御サーバーは、
別のタイプのサーバーとして同時に、かつ別の目的のために働くことができる。更に、前
に説明したように、制御サーバーは同じサイト、同じ部屋または同じキャビネット内に配
置されたサービスサーバー４０を有する制御サーバー３０として、例えば制御サーバー３
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０：２、３０：３および３０：６として構成できる。更に、制御サーバー３０は組み合わ
せた制御サーバー３０およびサービスサーバー４０として、例えば制御サーバー３０：４
、３０：７として構成できる。更に、初期制御サーバー３０は、図には示されていない組
み合わされた制御サーバー３０とサービスサーバー４０として構成できる。
【００８５】
　上記のように、制御サーバー３０：１および３０：２の双方は、モニタデバイスのメー
カーまたはかかるモニタシステムのサービスおよび管理全体を提供することに関心を有す
る他の当事者によって管理される初期制御サーバー３０でよい。図１２およびシステムの
機能および利点の理解を容易にするために、制御サーバーからのハンドオーバーのパスを
フォローする。モニタデバイスはインストールされ、イニシエイトされる際に自動的に制
御サーバー３０：１に接続される。すなわち制御サーバー３０：１のアドレスは、デバイ
スの製造に関連し、モニタデバイス内に記憶されたアドレスのリストの最優先度アドレス
となっている。この例では、制御サーバー３０：１に関連するデータベースだけが、２つ
のエントリーを含む。一方のエントリーは、サービスプロバイダの制御サーバー３０：３
へのアドレスを含み、他方のエントリーは、サービスプロバイダの制御サーバー３０：４
へのアドレスを含む。モニタデバイスの識別子とサービスプロバイダの制御サーバー３０
：３とが一致していると仮定する。この場合、制御サーバー３０：１は制御サーバー３０
：３のアドレスをモニタデバイスに送り、モニタデバイスは制御サーバー３０：３に接続
メッセージを送る。サービスプロバイダの制御サーバー３０：３において、モニタデバイ
スの識別子と、データベース、このときはサービスプロバイダのデータベース内のエント
リーとをもう１回照合する。モニタデバイスと最も適したサービスサーバー４０：１～４
０：３、または更に別の制御サーバー３０：６～３０：７とを照合する。これらサーバー
は、図のハンドオーバーの矢印に従って使用できるサーバーである。この例では、制御サ
ーバーとモニタデバイスをサービスサーバー４０：３とを照合し、このサービスサーバー
のアドレスをモニタデバイスに送る。次にモニタデバイスおよびサービスサーバーは上記
のようにサービス接続を設定する。
【００８６】
　モニタシステムにはバックアップサーバー、例えばシステム内に冗長性を提供する制御
サーバーを容易に、かつ好ましく設けることができる。かかるバックアップサーバーはす
べてのレベルで構成できる。例えば初期制御サーバーおよびより低いレベルの制御サーバ
ーの双方に対して構成できる。このバックアップサーバーは専用バックアップサーバーで
もよいし、通常別の領域または他のユーザーにサービスする制御サーバーでもよい。
【図面の簡単な説明】
【００８７】
【図１】本発明に係わるモニタシステムの該略図である。
【図２】本発明の一実施例における信号発生のタイミング略図である。
【図３ａ】本発明の一実施例に係わるモニタデバイスのブロック略図である。
【図３ｂ】本発明の一実施例に係わるモニタデバイスとして作動するビデオカメラのブロ
ック略図である。
【図４ａ】本発明の一実施例に係わるモニタデバイスのプロセスの略フローチャートであ
る。
【図４ｂ】本発明の別の実施例に係わるモニタデバイスのプロセスの略フローチャートで
ある。
【図５】本発明の１つの様相に係わる制御サーバーのブロック略図である。
【図６ａ】本発明の一実施例に係わる制御サーバーのプロセスの略フローチャートである
。
【図６ｂ】本発明の別の実施例に係わる制御サーバーのプロセスの略フローチャートであ
る。
【図７】本発明の一実施例に係わるサービスサーバーのブロック略図である。
【図８】本発明の一実施例に係わるサービスサーバーのプロセスの略フローチャートであ
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【図９】本発明に係わるモニタシステムのコンフィギュレーションに関する略図である。
【図１０】本発明に係わるモニタシステムの別のコンフィギュレーションに関する略図で
ある。
【図１１】本発明に係わるモニタシステムの更に別のコンフィギュレーションに関する略
図である。
【図１２】モニタデバイスをサービスサーバーに接続し、モニタデバイスにユーザーアク
セスするためのシナリオの概略フローチャートである。
【図１３】モニタデバイスをサービスサーバーに接続し、モニタデバイスにユーザーアク
セスするための別のシナリオの概略フローチャートである。
【図１４】本発明に係わるモニタシステムの可能なコンフィギュレーションにおける可能
なハンドオーバーの関係に関する略図である。

【図１】

【図２】

【図３ａ】
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